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工事（工事に係る設計委託等含む）の特定業種における発注条件の設定について 

 

 江戸川区では、平成 29年度まで工事の電子入札を独自システム（以下、旧システムとい

う。）で行ってきました。旧システムでは「主要業種」という項目があり、各事業者にて自

社の得意業種・最も売り上げの高い業種等の設定が可能で、発注条件に「主要業種」である

ことを付することができました。 

しかしながら、平成 30年度から利用開始した「東京電子自治体共同運営電子調達サービ

ス」（以下、電子調達サービスという。）では、「主要業種」という項目がありません。 

江戸川区としては、旧システムと電子調達サービスとの差異をできるだけ少なくし、区内

業者の受注機会確保、請負工事等の質の向上及び適正な施工を目的に、「主要業種」に代わ

る発注条件の設定を行うこととしましたので、お知らせします。 

 

1 実施時期 

 平成 31年 1月 4日以降に初度の公表を行う案件から実施します。 

2 「主要業種」に代わる発注条件を設定する業種 

 土木設計、設備設計、測量、地質調査、解体工事、ひき家、防水、消火設備、電話・通信 

3 発注条件の例 

 以下のような内容を発注案件画面に表示又は資料として添付します。 

 『共同運営電子調達サービスに登録している申込業種のうち、「（業種名）」の年間完成工

事高（基準日直前 1年審査対象事業年度）が最も大きいこと。』 

4 注意事項 

 次頁「--年間完成工事高についての注意事項 --」をご確認ください。 

 

 

この文書に関するお問い合わせ先 

江戸川区総務部用地経理課契約係 工事班 

直通電話 03-5662-1005 FAX03-5662-1006 
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-- 年間完成工事高についての注意事項 -- 

 

（1） ここでいう年間完成工事高は会社全体の「総完成工事高」となります。た

だし、江戸川区に登録申請している代理人（支店・営業所等）の「申請営

業所完成工事高」でも可とします。発注条件に適合しているかどうかを貴

社にて確認後、希望申請を行ってください。 

※ 設計等委託の場合は「完成工事高」を「完成高」に読み替えてください。 

 

（2）  この「完成工事高」は、電子調達サービスの新規申請または継続申請の

際に、貴社にて入力したものです。変更申請では変更できませんので、ご

注意ください。 

（3） 継続申請と「完成工事高」の反映タイミングについて 

 継続申請時に入力された金額は、継続申請の承認翌日（承認日がメンテナ

ンス日の場合には翌々日）に電子調達サービスに反映されます。 

（4）  江戸川区では参加申請締切後、指名事業者選定時点で電子調達サービ

スの内容を確認し、条件に合致していないと判断した場合は、指名しませ

ん。 

（5）  案件によっては、この条件を設定しない場合、または施工実績等別条件

を設定する場合があります。 

（6）  江戸川区が採用している 3段階公告方式において、2回目公表以降にこ

の発注条件を解除する場合があります。 
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【総完成工事高 確認方法】 

 

［資格審査申請にログイン］－［工事トップページ］－［7.申請内容の確認に

ついて］ 
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表示された［申請内容確認画面］下部の［申請内容の詳細表示］の「業態カー

ド」をクリックすると、貴社が入力した内容が表示されます。必要に応じて印

刷してください。 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは［資格審査申請操作手順書（工事）］をダウンロードして、71・72ペ

ージ 「4.5 申請状況を確認する」をご覧いただくか、 

コールセンター（電話 0570-05-1090）へお問い合わせください。  

・元請欄ではなく、こちらの欄です。 

・年度は「審査対象事業年度」です。 

中略 
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--発注条件と希望申請の可・不可について-- 

＜例＞ 

「橋梁維持補修設計委託」（業種：土木設計）の発注条件を以下のようにした場合 

『共同運営電子調達サービスに登録している申込業種のうち、「土木設計」の完成高（基

準日直前 1年審査対象事業年度）が最も大きいこと。』 

 

 Ａ社 

申込業種 
電子調達サービスに登録されている完成高 

（基準日直前 1年審査対象事業年度） 
説明 

土木設計 20,000千円 
この業種の完成高が

最も大きい 

建築設計 15,000千円  

設備設計 750千円  

合計 35,750千円  

 

 Ｂ社 

申込業種 
電子調達サービスに登録されている完成高 

（基準日直前 1年審査対象事業年度） 
説明 

土木設計 10,000千円  

建築設計 45,000千円 
この業種の完成高が

最も大きい 

設備設計 100千円  

合計 55,100千円  

 

 上記の場合、「橋梁維持補修設計委託」に、 

Ａ社は希望申請ができますが、Ｂ社は希望申請ができません。 

 

 ＜注意＞ 

・ 上記例は「主要業種」に代わる発注条件を分かりやすくするため、簡略化したものです。

実際には、格付、本店や営業所の所在地、施工実績等複数の発注条件を運用しています

ので、公表された案件の内容をよくご確認のうえ、申請をお願いします。 


